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理

由

協
同
農
業
普
及
事
業
の
運
営
の
効
率
化
に
資
す
る
た
め
、
専
門
技
術
員
及
び
改
良
普
及
員
を
普
及
指
導
員
に
一
元
化
す
る
と

と
も
に
、
地
域
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
の
必
置
規
制
を
廃
止
し
、
新
た
に
普
及
指
導
セ
ン
タ
ー
を
設
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


